
レスパイト入院
のご案内
【レスパイト入院とは】
レスパイトとは、一時休止、休息という意味です。
介護者の日々の疲れ、冠婚葬祭、旅行などの事情
により、一時的に在宅介護が困難となる場合に期
間を設けた入院の受け入れを行い、介護者の負担軽減（息抜き）を目指す仕組みです。当
院では、在宅で常時の医療管理および介護が必要な方を対象としたレスパイト入院に対応
しています。

【レスパイト入院の基本ルール】
◆１回の入院期間は、14日程度です。
ただし、レスパイト入院は、地域包括ケア病棟入院と同じ扱いになります。
レスパイト入院の合計日数が ６０日までとなります。退院後は３ヶ月間利用できなく
なります。

◆入院する日につきましては、月曜日から金曜日の平日とさせて頂きます。
◆退院先は自宅に帰る方がご利用なれます。（居宅系介護施設に帰る方も含む）
◆入院の際は、お薬全てをご持参下さい。
◆症状が急変し治療が必要になった場合には、急性期病棟に転棟もしくは専門医のいる
病院に転院する事もあります。

◆原則として、治療や特殊な検査、各専門科の診療は行うことができません。
◆患者様の状態によって入院継続が困難になる場合は、予定より短期間となることがあ
ります。

【レスパイト入院の申し込み方法】
◆申し込みは在宅医（かかりつけ医）、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所か
らの予約申し込みが必要です。在宅医等にご相談下さい。

◆入院の予約は入院ご希望の１週間前までに、患者サポートセンターへお申し込み下さ
い。
申し込み時は、「レスパイト入院申込書」と「診療情報提供書」を患者サポートセン
ターへＦＡＸして下さい。

◆急遽、レスパイト入院をご希望される場合は、患者サポートセンターにご相談下さい。

【入院費用】
◆入院費用は診療報酬基準に基づき計算させて頂きます。
◆個室をご利用の際は、別途室料差額を徴収させて頂きます。
（状況により個室を利用して頂く場合があります。）

お問い合わせ先

患者サポートセンター ：0268-68-2036


	スライド 1

